
新型インフルエンザとは…

　これまで人の間で流行を起こしたことのないインフルエンザウイルスが、トリやブタの
世界から人の世界に入り、新たに人から人に感染するようになったもの、またはかつて世界
的規模で流行したインフルエンザで、その後流行することなく長期間が経過し、現在の国民
が免疫を獲得していないインフルエンザです。
　毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザと異なり、ほとんどの人がそのウイルスに
対する免疫をもっていないため、ウイルスが人から人へ効率よく感染し、世界的大流行
（パンデミック）となるおそれがあります。

　新型インフルエンザ等対策特別措置法は、新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なま
ん延のおそれのある新感染症（未知の感染症）に対する対策の強化を図り、国民の生命・
健康を保護し、国民生活・国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的と
して作られました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の概要 

● 事前の準備として
●国、都道府県、市町村は、新型インフルエンザ等の対策の実施に関する「行動計画」
を作成します。
●発生時に行政と共に対策を行う公共機関等を指定公共機関として指定します。これら
の指定公共機関においては、業務計画を作成します。

● 新型インフルエンザ等が発生したら
●国、都道府県において対策本部を設置します（新型インフルエンザ等緊急事態に市町村
の対策本部を設置）。
●国の対策本部において、どういった対策を講じていくかについての基本的な方針（基本
的対処方針）を策定します。
●新型インフルエンザ等の病原体の国内侵入を遅らせるため、検疫などの対策を的確
に実施します。

法律が想定している一般的経過例

新型インフルエンザ等発生

第一段階　海外で発生（病原性が不明な段階）

第二段階　病原性も明らかになってくる。国内に侵入

政府対策本部立ち上げ 政府行動計画に基づき、基本的対処方針策定
水際対策の実施等

病原性等が強いおそれがある場合

緊急事態宣言終了

緊急事態宣言
催し物の制限の要請
住民への予防接種
臨時の医療施設　等

左記以外
本部のみ継続

対策本部の廃止

鳥インフルエンザが新型インフルエンザになる過程

①鳥同士の接触感染、
　フン等を介した
　感染

②接触などにより、
　まれに人に感染

②接触などにより、
　まれに人に感染

③2 種類のウイルスの
　再集合で人から人への
　感染力を持つ新型に

③変異して、人から人への
　感染力を持つ新型に

④新型ウイルスの出現による
　人での爆発的感染の
　おそれ

鳥インフルエンザウイルス

人のインフルエンザウイルス

新型インフルエンザウイルス

鳥インフルエンザ
ウイルスを
野生水鳥が腸内に保有


